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自治基本条例における組織に係る規定
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自治基本条例市民検証会議

自治基本条例 第31条

市長等は、市民に分かりやすく、簡素で機能的な組織を編成し

なければならない。

２ 市長等は、市民サービスができるだけ市民に身近なところで処

理されるよう組織の整備、充実を図るとともに、社会情勢又は市

民ニーズの変化に的確に対応し、常に組織の見直しを図らなけれ

ばならない。



市役所の組織とは何か

自治基本条例市民検証会議

（２）地方自治法第158条１項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組
織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位
の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。

（１）地方自治法第1条の２

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を
自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

「市民の幸せ・豊かな暮らしを守るために、
割り当てられた役割や責任を持つ
個人・部門で構成される集団」
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明石市役所の組織の目標

自治基本条例市民検証会議
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明石市役所の組織の目標

自治基本条例市民検証会議

4



公務員の仕事は法律等に基づき行われる

自治基本条例市民検証会議

条例

規則

要綱・要領

憲法

法律

政令・省令

規則・条例等
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法令等における組織に関する規定

自治基本条例市民検証会議

（１）地方自治法

第158条１項
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織
を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の
内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。

（２）明石市事務分掌条例

（３）明石市事務分掌規則

第１条
この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組
織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係
を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図
るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
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明石市役所の組織構成

自治基本条例市民検証会議

11局 36室 77課 164係（2024年4月1日現在）

市長

副市長

局

室

課・担当

係

【参考】

昭和40年 8部 44課 106係

平成18年 18部 15室 89課 243係

平成28年 １局 18部 22室 81課 204係

平成29年 ９局 36室 71課 178係
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組織改正の変遷

自治基本条例市民検証会議

平成29年

大規模な組織変更

「部・課」⇒「局・室・課」（局室制）

・市長事務部局について、１４部局と細かく

複雑になっていた組織を、局室制を導入し

５局に再編
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自治基本条例に規定する、

簡素で機能的な組織に再編



組織改正の変遷

自治基本条例市民検証会議
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平成30年

中核市に移行

・あかし保健所・あかし動物センターを設置

中核市に移行し、市の事務権限が

強化されたことにより、より住民

に近いところで充実したサービス

を提供することができるように



組織改正の変遷

自治基本条例市民検証会議
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令和元年

・こども局・明石こどもセンターを設置

明石こどもセンター（児童相談所）は、

中核市において必置ではないが、「こどもを核と

したまちづくり」を推進するために、任意で設置

令和２年

・新型コロナウイルス感染症への対応のため、

感染対策局を設置

令和５年

・新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い

感染対策局を廃止（福祉局に統合）



組織改正の変遷

自治基本条例市民検証会議
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令和５年５月 丸谷市長就任

・定期的なタウンミーティングの開催に

あたり、市民とつながる課を設置

令和６年

・脱炭素化やごみ減量などの環境への取組

と、地域産業の更なる振興などを推進す

るため、環境産業局を設置

・地域、企業、大学、国や近隣自治体等の

様々な主体との連携を推進するため、

産官学共創課を設置

市民とつながり、対話によるまちづくりを進めることを示すため、

「市民とつながる課」という部署名を採用



組織改正の変遷（平成30年度以降）

自治基本条例市民検証会議

○毎年４月に組織改正を実施

平成30年度：あかし保健所、あかし動物センターの設置など

平成31年度：こども局の新設、明石こどもセンターの設置、地域共生社会室の設置など

令和２年度：SDGs推進室、本のまち推進室、プロジェクト推進室への再編など

令和３年度：感染対策統括室の設置など

令和４年度：デジタル推進課の設置、環境創造課の設置など

令和５年度：感染対策局の廃止・統合、インクルーシブ推進室への再編など

令和６年度：環境産業局の新設、SDGs共創室、プロジェクト推進室への再編など

○４月だけではなく、適時に必要な体制を整備

令和元年度：１月に豊かな海づくり室を設置

令和２年度：４月に感染対策局（安全統括室、広報相談室）を設置、

１月に施設整備・人材育成室を設置、２月にコロナワクチン対策室を設置

令和３年度：10月に豊かで安全な海づくり推進室を設置

令和５年度：５月に市民とつながる課を設置
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自治基本条例に規定する各検証項目

自治基本条例市民検証会議

【検証１】制度が社会情勢に適合しているか

【検証２】本市にふさわしい制度か

【検証３】制度が条例の基本原則に適合しているか

①参画と協働に基づくこと

②公正で透明であること

③効果的で効率的であること

④施策を計画的に実施し、実施結果について評価を行うこと
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自治基本条例市民検証会議

【検証１】制度が社会情勢に適合しているか

制度に関連した社会情勢

・新型コロナウイルス感染症に係る動向

・行政サービスの提供におけるインクルーシブ理念の浸透

・脱炭素をはじめとしたSDGsの一層の推進

・地域、企業、大学、国など様々な主体との連携の推進

毎年４月の組織改正だけでなく、社会情勢の変化など、喫緊の課題に

迅速に解決を図るため、年度途中における組織改正も実施した。

自己検証 庁内横断的検証

○ ○
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自治基本条例市民検証会議

【検証２】本市にふさわしい制度か

例１：こどもを核としたまちづくりの推進

⇒明石こどもセンター（児童相談所）の設置

例２：「対話と共創」のまちづくりの推進

⇒市民とつながる課、産官学共創課の設置

自己検証 庁内横断的検証

○ ○

社会情勢や市民ニーズに対応した施策を展開するために、そ

れらの実現に必要な組織改正を実施した。

法令上、設置は必須ではな
いが、まちづくりを進める
うえで必要と判断して設置
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自治基本条例市民検証会議

【検証３】制度が条例の基本原則に適合しているか

①参画と協働に基づくこと

自己検証 庁内横断的検証

ー ー

④施策を計画的に実施し、実施結果について評価を行うこと

自己検証 庁内横断的検証

ー ー

【検証３】①④については、本制度に馴染まないため「ー」とした。
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自治基本条例市民検証会議

【検証３】制度が条例の基本原則に適合しているか

組織改正の趣旨や内容の周知について、

以下の手段等を通じて、市民に対して広くお知らせしている。

②公正で透明であること

毎年度、時代の変化や市民ニーズに対応し、政策課題の解決を図る

ため、事務量に見合った組織体制となるよう、見直しを行っている。

③効果的で効率的であること

自己検証 庁内横断的検証

○ ○

自己検証 庁内横断的検証

○ ○

・市議会や記者への資料提供
・広報あかし、市ホームページへの掲載
・新聞記事への掲載
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また、事務分掌条例の改正（局の新設・廃止等）には議決を要する

ため、市議会へ十分な説明を行い、公正性・透明性を確保している。


